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予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について 

 

予防接種法施行規則の一部を改正する省令（令和３年厚生労働省令第 190号）が本日、

別紙のとおり公布されました。改正省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれま

してはこれを十分御了知の上、関係機関等に周知をお願いいたします。 

 

第一 改正の概要 

・ 現在、紙で発行している予防接種証明書について、申請者に対して、電子情報処理組

織を使用して電子交付する規定を創設する。 

・ 予防接種証明書の電子交付の実現に伴い、同証明書を活用する際の利便性を向上させ

るため、海外渡航その他の事情による申請に限定せず、予防接種証明書を発行すること

とする。 

 

 

第二 施行期日 

 令和３年 12月 20日（月） 
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